
招集期日 　　　　　　　令和 ５年　２月　７日　　（　火　）

場　　所 　　　　　　　市　役　所　　６階　第４委員会室

開　　会

閉　　会

会　　長

須藤　修一 出　　欠 大河原　節子 出　　欠 嶋田　美津江 出　　欠

榎本　富佐江 出　　欠 早舩　直彦 出　　欠 梅田　浩 出　　欠

布施　博康 出　　欠 染川　智行 出　　欠 市川　悦夫 出　　欠

星　宏和 出　　欠 齊藤　恭平 出　　欠 松山　由紀 出　　欠

片桐　雅也 出　　欠 栗原　秀行 出　　欠 加山　勤 出　　欠

事務局

書　記 　荒木保険年金課主任　　疋田保険年金課主任

　　２月７日　　午後 ２時１０分

　太田保険年金課主幹　　滝沢保険年金課主幹
　尾崎収納推進課主幹

委
 
員
 
出
 
席
 
状
 
況

戸 田 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 議 事 録

　林保険年金課長　　田中収納推進課長

齊藤　恭平

　櫻井健康福祉部長　　川上健康福祉部次長　

　　２月７日　　午後 １時３０分
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  会  議  の  経  過  及  び  結  果 

 

審議案件 

（１）戸田市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について 

（２）戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について 

（３）令和４年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（案）について 

（４）令和５年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算（案）について 

（５）令和５年度戸田市国民健康保険事業実施計画（案）について 

 

  

事 務 局 

  

会   長 

  

事 務 局 

  

  

  

  

 

会   長 

  

  

  

  

  

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

 

司会及び開会のあいさつ、資料確認 

   

あいさつ 

 

出欠状況報告（１５名中１３名出席） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、感染対策を徹底し

た上で、対面出席及びＺＯＯＭ出席によるハイブリッド会議を実施いたしま

す。 

 

それでは、次第に基づきまして、進行いたします。 

 

○議事録署名人の指名 

   

はじめに（１）戸田市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）につ

いて、事務局より説明願います。 

 

【案件（１）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

（特になし） 

 

特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ございませ

んか 

 

（異議なし） 

 

続いて、（２）戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）につ

いて、事務局より説明願います。 

 

【案件（２）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

（特になし） 
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会   長 

 

 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 
（被保険者代表） 

 

事 務 局 

 

 

委   員 
（被保険者代表） 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 
（被保険者代表） 

 

事 務 局 

 

 

 

 

特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ございませ

んか。 

 

（異議なし） 

 

続いて、（３）令和４年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（案）につ

いて、事務局より説明願います。 

 

【案件（３）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

税額を増額した要因は分かったが、令和４年度の収納率の見込みは。 

 

 

納期未到来の課税もありますが、１２月末時点の現年課税分における収納

率は前年度比０．５ポイントのプラスで進捗している状況です。 

 

収納率向上に向けて具体的な取組は。 

 

 

引き続き保険年金課と連携して口座振替を促進するとともに、文書催告の

回数増や文面・デザインの見直し等の創意工夫を行って催告効果を高めるこ

とで自主納付を呼びかける取組みを行っております。また、スマートフォン

決済における対応アプリ追加など更なる納付手段の拡充も検討しているとこ

ろです。 

 

他に特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ござい

ませんか 

 

（異議なし） 

 

続いて、（４）令和５年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算（案）につ

いて、事務局より説明願います。 

 

【案件（４）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

国民健康保険事業費納付金について、直近３年間の推移はどうなっている

か。また、今後の見込みは。 

 

令和３年度は、令和２年度と比較して約２億１千万円増加したが、令和４

年度・令和５年度はほぼ横ばいの状況が続いています。納付金は、医療費水

準と所得水準から額が決定するが、本市は所得水準が県内でも高いことから、

今後も高止まりの傾向が続くことが予想されます。 
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会   長 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 

（公益代表） 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

委   員 
（被保険者代表） 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

  

会   長 

 

 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

  

  

  

会   長 

  

 

他に特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ござい

ませんか。 

 

（異議なし） 

 

 

続いて、（５）令和５年度戸田市国民健康保険事業実施計画（案）について、

事務局より説明願います。 

 

【案件（５）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

受診率等の分析について、これらの分析の結果から、来年度は受診勧奨を

どのように工夫されるのか。 

 

コロナ禍での健診受診の必要性については、通知封筒、パンフレット、広

報などできるかぎり多くの媒体にて周知できるようにしていきたい。また、

通知勧奨にて、対象者選定の方法の一つとして、受診率の回復が乏しい笹目

地区を中心とした地区や６０歳以上を優先させるなどしたい。 

 

 

「赤字削減・解消計画」の進捗管理はどうか。 

 

 

本計画では、令和５年度までに約１５億６千万円の赤字削減を計画してい

るが、令和３年度までに約１２億円の赤字削減を達成しました。その要因と

して、被保険者数の減少に伴う規模の縮小もありますが、引き続き適正な税

率の検討を行うことに加え、効果的な保健事業の実施や収納率の向上に取り

組むことで、国保財政の健全化に努めます。 

 

   

他にご意見等ございますか。特にご意見等なければ原案のとおり承認いた

だくことにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

続いて、その他の案件について事務局より何かございますか。 

 

 

それでは、事務局より１件ございます。来年度第１回目の会議について、

令和５年５月１０日（水）午後１時３０分からを予定しています。開催方法

等を含め、正式に決定し次第、別途通知させていただきます。 

 

ご意見等がなければ、以上をもって本日の審議案件は全て終了となります。

議事進行の方を事務局にお返しします。 
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事 務 局 

  

 

会長、議事進行どうもありがとうございました。 

 

閉会のあいさつ 
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資料４-３ 

【当初予算資料概要】 

令和５年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算について 

資料４-２について 

１ 歳入 

●国民健康保険税 

令和 5 年度の調定見込額から推計し、予算額は 2,625,446,000 円で、前年

度当初予算額から、103,504,000 円の増額としております。 

 

●県支出金 

 医療費の保険給付分に相当する額が県から交付される普通交付金と、保健

事業や保険者努力に対して交付される特別交付金です。県から示された交付

見込額に基づく積算から、予算額は 7,129,353,000 円で、前年度当初予算額

から 150,358,000 円の増額となっております。 

 

●繰入金 

 低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補填する保険基盤安定制度に

基づく繰入金、昨年度から導入された未就学児均等割軽減について、所要額

を国・県が一部負担する未就学児均等割保険税繰入金、出産育児一時金の 3

分の 2 の公費負担に相当する額の繰入金、その他歳入不足に対する一般会計

からの法定外繰入金です。予算現額は 1,106,307,000 円で、前年度

82,215,000 円の減額となっております。 

 

２ 歳出 

●保険給付費 

 被保険者の医療費の保険給付分や、出産や死亡等の法定給付の支給等に要

する費用です。予算現額 7,031,923,000 円で、前年度比 113,805,000 円の増

額となっております。 

 

（主な保険給付費について） 

・療養給付費 被保険者が通院、入院、薬剤処方等の医療に要した費用のうち、保険

者負担分に相当するものです。（保険給付費の内、約 98％） 

・療養費   被保険者が医療に要した費用全額を医療機関等へ支払いした後に、申

請により、被保険者に対して現金で保険者負担分を支給するもので

す。（海外での医療費の場合、保険給付対象の装具、コルセット作製

の場合など） 
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・高額療養費 被保険者の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合に支給するも

のです。（保険給付費の内、約 1.4％） 

 

●国民健康保険事業費納付金 

平成 30 年度の国保広域化により国保財政の運営主体が埼玉県になったこ

とから、県が負担する県内医療費総額の財源とするために各市町村から県へ

納付するものです。県内医療費総額の見込みを基に、各市町村の被保険者数、

被保険者の所得階層、高齢者割合等により納付金の額が県から示されること

になっています。予算現額 3,677,997,000 円で、前年度比 68,244,000 円の増

額となっております。 
 

●保健事業費 

保健事業費につきましては、予算現額 167,840,000 円で、前年度比

2,145,000 円の減額となっております。 

  

（主な保健事業費について） 

・特定健康診査等事業費 ４０歳以上の被保険者を対象とする特定健康診査、及び、

特定保健指導の実施等、法に基づく保健事業を実施してい

ます。 

・保健衛生普及費    がん検診、生活習慣病重症化予防対策事業分担金、人間ドッ
　　　　　　　　　　　　クの補助等を実施しています。 
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